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事業促進ＰＰＰを活⽤した復興道路事業

令和元年６⽉１８⽇
国⼟交通省東北地⽅整備局企画部

技術開発調整官 ⻲井 督悦

【土木学会 公共調達シンポジウム】 復興道路・復興⽀援道路の概要
「復興への提言～悲惨のなかの希望～」

【東日本大震災復興構想会議】

太平洋沿岸軸（三陸縦貫道等）の緊急整備、

太平洋沿岸と東北道を繋ぐ横断軸の強化、

整備スケジュールの明確化

1

「復興の基本方針」 【東日本大震災復興対策本部】

復興期間は１０年間とし、被災地の一刻も早
い復旧・復興を目指す観点から、復興需要が
高まる当初の５年間を集中復興期間と位置
づける

平成２３年１１月２１日「第三次補正予算成立」

復興道路・復興支援道路の新規区間の

事業化、予算化

開通済

震災後に開通した区間

事業中（震災後新規箇所）

事業中

現道活用

未事業化

三陸沿岸道路
延⻑３５９km

東北中央⾃動⾞道
（相⾺福島道路）

延⻑４５km

宮古盛岡横断道路
延⻑６６km

宮城県北⾼速幹線道路
【補助】延⻑２０km

東北横断⾃動⾞道釜⽯秋⽥線
（釜⽯花巻道路）

延⻑８０km

復興道路・復興⽀援道路
総延⻑584km
［H23補正新規224km］
［H25新規12km］
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復興道路・復興⽀援道路の早期完成に向けて

◇ 地域と一体となった事業の推進

（復興道路会議、自治体からの支援等）

◇ 民間技術力の活用

（事業促進ＰＰＰの導入）

◇ 事務所の執行体制の強化

（新組織の設置、人員の充実）

◇ 入札契約制度の工夫

▲ 南三陸国道事務所開設（Ｈ２４．４）

復興のリーディングプロジェクトとして
一日も早い完成に向けて「スピードアップ」が必要

▲ 相馬出張所開設（Ｈ２４．４）

早期完成に向けた取り組み 課題認識

 調査設計等の膨大な業務（着工前の川上段階）を

実施する体制

 膨大な関係機関協議や地元説明の円滑な実施

 新規事業区間（２２４㎞）の早期の用地取得や

工事着手を図ること

 事業を円滑に進める適切なプロジェクトマネジメント

 現場にマッチしたフィージビリティーの高い設計成果

 工事着手に向けた適切な発注計画や発注資料の作成

事業促進ＰＰＰの導入の背景
復興のリーディングプロジェクトとして復興道路・復興⽀援道路の
早期完成に向けて
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▼ 復興道路等の新規事業化区間の延長

事業促進ＰＰＰで実施する業務内容
○ 従来、官が行っていた業務のうち民間が実施可能な業務の選別

○ 業務は、各種調査、道路や構造物の設計、用地関係業務、関係機関協議、地元説明会、

事業監理など多様な業務

・事業進捗管理
・業務工程管理
・地元への説明
・関係機関との協議・調整
・用地取得計画調整 など

・測量業務
・調査業務
・設計業務
・用地調査業務

など

【民間技術者】

法制度等により発注者の
実施が必要な領域

新たに民間においても
実施可能とする領域（※）

既に民間に委託
していた領域

【発注者】

・予算管理
・契約
・最終判断
・指示 など

施工前段階の業務内容

※ ＰＰＰに委ねる業務内容については、発注者と民間が協議して判断。ただし、最終的な責任は発注者がとる。

施工前段階の事業監理業務に、施工監理の業務を増工 H25.1～

事業の進捗に伴い、工事発注も進み、工事監督・検査・各種調整業務が増加したこと
から、事業監理での実績を踏まえ、PPPチームを引き続き施工段階でも活用する。

・工事進行管理
・施工の協議調整
・施工状況の確認

・法令遵守の確認
など 4 5

 民間技術者チームは、「事業管理」、「調査・設計」、「用地」、「施工」等のエキスパート（専門家）

で構成。それぞれが連携しながら、全体の最適な進め方を検討・実施

制度（仕組み）

発
注
者
チ
ー
ム

民間技術者チーム

管理技術者

事業監理
専門家

施工
専門家

調査設計
専門家

用地
専門家

建設
コンサル

施工会社
等

地元

・・・

関係機関

・・・

調整

調整

調整

ＰＰＰ

○ 復興道路・復興支援道路の新規事業区間１８事業２２４ｋｍのうち、H24.6から三陸沿岸道路等の

事業量が膨大な１３事業１８３ｋｍを１０工区に分け、工区毎に事業促進ＰＰＰ（H24～25）を１チー

ム導入。さらに、H26.5までに１７事業２２８ｋｍを１３工区で導入。

○ 官民双方の技術者の知識・豊富な経験の融合により、事業期間短縮を目的として、施工段階で

手戻りのない合理的な設計及び効率的なマネジメントを検討・実施し事業を推進。

※Ｈ２５．１０から施工監理部門を導入

※

事業促進ＰＰＰの実施体制《体制》
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 ①事業計画の整理、②業務の指導・調整、③地元・関係機関協議、④事業管理、⑤施工管理等
の業務※を受発注者がパートナーシップを組みながら実施

・予算管理
・契約
・最終判断・指示

全体事業計画整理
事業進捗管理

業務・工事間調整

業務条件等整理
業務工程管理
成果内容確認

地元への説明
（県、市町村、住民）

用地取得計画

調整及び用地
進捗管理

用地調査測量業務Ａ

関係機関との協議

（公安委員会、道路、
河川、鉄道、電力、

電話、ガス、水道等）

森林管理署
との協議

県教育委員会
との調整

工事条件等整理
工事工程管理

監督・検査
測量業務Ａ

測量業務Ｂ

・・・・・・

調査業務Ａ

調査業務Ｂ

・・・・・・

設計業務Ａ

設計業務Ｂ

・・・・・・

工事Ａ

工事Ｂ

工事Ｃ

工事Ｄ

・・・・・・

積算技術

監督支援

技術審査

発注者支援業務

地質、環境等

・幅杭設置
・用地測量
・補償額算定

用地調査測量業務Ｂ

・・・・・・

①事業計画の整理
④事業管理

②業務の指導・調整

③地元・関係機関協議

②業務の指導・調整

②業務の指導・調整

②業務の指導・調整

③地元・関係機関協議

③地元・関係機関協議

③地元・関係機関協議

領域３
一般的に

民間企業が実施

領域２
発注者と事業促進ＰＰＰの受注者が一体となり実施

（領域１、発注者支援業務の実施部分を除く）

領域３
一般的に

民間企業が実施

領域１
発注者が実施

事業促進ＰＰＰ

業務条件等整理
業務工程管理
成果内容確認

業務条件等整理
業務工程管理
成果内容確認

⑤施工管理

※業務内容は東北復興道路等の事例を参考に設定。事業特性に応じて業務項目は取捨選択等可能

国⼟交通省直轄の事業促進ＰＰＰの特徴

「国土交通省事業促進ＰＰＰに関するガイドラインの概要」より

開通済

震災後に開通した区間

事業中（震災後新規箇所）

事業中

現道活用

未事業化

【事業促進PPPによる業務の実施】

・従来、発注者が行ってきた協議調整等の業務を民間の技術力を活用。
・新規事業区間を10～20kmの工区に分割。工区ごとに推進チームを配置。

・現地に常駐し専任で事業マネジメント（調査設計～施工監理）を担当。

●復興道路・復興支援道路は、リーディングプロジェクトとして、震災後に約224kmが新規事業化。
●「おおむね10年間」で既事業化区間とあわせ約380kmの事業の整備推進が必要。
●膨大な事業を円滑かつスピディーに実施するため「事業促進ＰＰＰ」を導入。 ＰＰＰ：Public Private Partnership

（官民連携、公民協働の意）

民間技術者チーム（ゼネコン、土木コン、補償コンJV）

■
■
■

■■■

事務所チーム

技術員

■■■ ■■■ ■■■

■
■

測
量
受
注
者

■■■

↓H25.1～事業
進捗に伴い追加

施工の協議調整、指導・
助言等の業務を追加

【事業促進PPP業務実施体制】

事業促進PPP導入
H24:10工区
H25:1工区
H26:2工区
全 13工区

三陸沿岸道路
延長３５９km

東北中央自動車道
（相馬福島道路）延長４５km

事業促進ＰＰＰの導入

測
量
受
注
者

工
事
受
注
者

工
事
受
注
者

工
事
受
注
者

調
査
受
注
者

調
査
受
注
者

用
地
受
注
者

用
地
受
注
者

設
計
受
注
者

設
計
受
注
者

調整

事業監理
専門家

調査設計
専門家

管理技術者

主任技術者

用地
専門家

施工
専門家

施工監理
専門家

担当者

係 長

監督官

地元

地元

関係
機関

関係
機関

調整

協議

東北地方整備局

宮古盛岡横断道路
延長６６km

宮城県北高速幹線道路
【補助】延長２０km

東北横断自動車道釜石秋田線
（釜石花巻道路）
延長８０km

※「平成28年度第２回 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理ｼｽﾃﾑのあり方に関する懇談会」資料 7

◆ 復興道路着⼯への原動⼒
○地元の協力と熱意
○国会・中央の理解、予算上の配慮
○国・県・市町村の連携
（復興道路会議)

○官民連携（事業促進ＰＰＰ）
○各プロセスの並列進行

事業促進ＰＰＰ導入効果（早期⼯事着手）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

（ 測 量 ） （ 設 計 ） （ 用地買収 ） （ 工 事 ）

入
札

地
元
説
明

入
札

幅
杭
設
置

中
心
杭
打
設

地
元
説
明

入
札

地
元
説
明

用
地
調
査

契
約

入
札

着
工

境
界
確
定

用
地
交
渉

［通
常
の
プ
ロ
セ
ス
］

（ 設 計 ）

（ 用地買収 ）

１年目

（ 工 事 ）

着工

◆事業化後1年未満で⼯事着手
・H24.11.3 
三沿道(歌津〜本吉）

・H24.11.4 
釜⽯花巻道路（釜⽯〜釜⽯⻄）

・H24.11.18
三沿道（宮古〜⽥⽼）

8/22～

11/30～

（ 測 量 ）
11/27～

予算成立
H23.11.21

○通常の道路事業では、新規事業化後は測量、設計、用地買収を段階的に進めるが、復興道路・

復興支援道路では、 各業務間の密接な調整や全体事業監理を行い、同時並行的に業務を実施

○工事着手まで通常の道路事業では早くて４年程度要するが、事業促進ＰＰＰを導入した１３事業区

間を含め震災後事業化（H23年11月）された１８事業区間全てにおいて約１～３年程度で工事着手

事業化から１〜２年程度で⼯事着手

［復
興
道
路
等
の
プ
ロ
セ
ス
］ 8

事業促進ＰＰＰの導入効果（早期開通）
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従来にないスピードで事業が進んでおり、発注者の体制を補完する仕組みとして非常に有効に機能。

●官と民間チームによる多様な知識・経験の融合により事業執行力が飛躍的に向上。

●技術者が現地に常駐することにより地域との信頼関係が深まり円滑な事業調整につながっている。

●地元説明会や関係機関協議、他技術分野との連携を通して、官民双方が技術研鑽とノウハウを習得。

【事業促進PPP導入効果】

埋蔵文化財
本調査

用地調査 用地取得
埋蔵文化財
試掘調査

埋蔵文化財本調査

工事

用地調査 用地取得

埋蔵文化財
試掘調査 工事 ▲H29.11.19山田宮古道路

開通式

埋蔵文化財
本調査

【山田道路（事業期間：16年）】
（1年目） （３年目） （６年目） （１６年目）（13年目）

【山田宮古道路（事業期間：6年）】
（1年目） （１年目）

（６年目）

▲H29.11.19山田宮古道路

開通後の状況
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事業促進ＰＰＰの実施体制《体制》

事業箇所 10工区 11工区 13工区 13工区 13工区 13工区 12工区 10工区

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

管理技術者 10 11 13 13 13 13 12 10 95

事業監理 20 22 25 26 24 23 18 17 175

調査設計 21 26 29 25 24 21 22 21 189

用地 21 24 18 16 14 14 11 8 126

施工 21 26 27 20 22 18 10 9 153

施工監理 10 37 44 45 51 48 40 275

合計 93 119 149 144 142 140 121 105 1013

事業延長(km) 183 195 228 228 228 228 206 178 1,674

合計

■事業促進ＰＰＰの体制推移

10 11 13 13 13 13 12 10

20 22 25 26 24 23 18 17

21
26

29 25 24 21
22 21

21
24

18
16

14
14

11
8

21

26 27
20

22
18

10
9

10

37
44 45

51

48

40

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

施工監理

施工

用地

調査設計

事業監理

釜石山田、宮古盛岡横断道路工区開始

霊山～福島工区開始
142144149

119

93

121

山田宮古工区完了

(人)

事業促進ＰＰＰの体制推移

(km)

140

吉浜釜石工区、
陸前高田工区完了

膨⼤な業務の実施にあたっての⼯夫の事例 ①

ＶＲ

岩泉龍泉洞IC

岩泉南IC

▲完成予想図パネルによる用地補償説明会での説明状況

説明会参加者の声

●自分の家や土地と道路の関係がよくわかる
●ＨＰや常設展示等でみることができませんか 等

パース図

○ 設計説明会、協議時にＶＲ（バーチャルリアリティ）・パース図を用い、複雑なＩＣ形状、家屋と道路

との位置関係や機能補償等を視覚的に分かりやすい資料により説明することで協議の促進に寄与

 分かりやすい説明資料を用いた地元協議の促進

事業促進ＰＰＰ
導入成果
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▲埋蔵文化財試掘調査同意取得（宮古箱石工区）

埋

蔵

文

化

財

試

掘

調

査

従
来

同意取得

埋蔵文化財
本調査

用地調査 用地取得 工事着手

工事着手までの
期間短縮

今
回

○ 通常、用地取得後に実施する埋蔵文化財試掘調査を用地取得前に地権者の同意を得て実施

（例：山田宮古工区：対象者全員の１９６人から約９ヵ月で同意取得）

○ 試掘調査の効率向上ため、試掘範囲の現地明示、資機材搬入ルートの提示等により支援

○ 用地取得手続きと並行して試掘調査を実施し、埋蔵文化財包蔵範囲を早期に確定することにより、

早期の工事展開が可能 （例：山田宮古工区で工事着手まで約半年短縮）

埋蔵文化財
試掘調査

埋蔵文化財
本調査

工事

用地調査 用地取得

埋蔵文化財
試掘調査

埋蔵文化財
本調査

工事

▲埋蔵文化財試掘調査（山田宮古工区）▲資機材搬入ルート調査（陸前高田工区）

 埋蔵文化財試掘調査の⽤地取得前実施による⼯事着手までの期間短縮

膨⼤な業務の実施にあたっての⼯夫の事例 ②事業促進ＰＰＰ
導入成果
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説明図説明図

・現計画の課題である桁高制限，国道線形の悪化に

対して， 橋梁から土工へ構造変更することによ り，

課題解消できることに着目

≪実現のための課題≫

・河川管理者と河川付替の協議調整

設計・施⼯⾯における品質向上の事例 ①
前例にとらわれない協議調整によるコスト縮減

（河川付替を粘り強く協議調整，橋梁から土工への変更を実現）

◆ 約１．４億円のコスト縮減（ ９．１→７．７億円）

◆ 結果として，付替国道の平面線形改善（ 最小R=60m→100mに改善，V=50km/h確保 ）
効
果

気づきを踏まえた取り組み

・合意形成に時間を要する河川付替について，道路構造

の効率化、河川の一部改修等のメリットを説明し，粘り

強く協議調整

・河川管理者と７回（ １．５ヶ月）の協議調整により、

盛土への構造変更と河川付替形状を確定

当初計画

河川の付替

気づきを踏まえた検討結果桁高制限による桁断面変化

現国道45号

三陸沿岸道路

橋梁

土工（盛土）

付替国道
（完成形：現況と同等の線形確保）

気づき

付替国道（完成形）
線形悪化

函渠

函渠
1313

他事業の仮橋を活用し土砂運搬車両の市街地流入回避及びコスト縮減

◆ 三沿道の土砂運搬車両が本吉市街地を回避することにより沿道環境に配慮

◆ 仮橋の利用により運搬距離が6.3km短縮し､約20百万円のコスト縮減

効
果

気づきを踏まえた取り組み

・仮橋を利用し、本吉市街地の走行を回避する代替運搬

ルートを検討

・震災廃棄物処理事業で設置した仮橋の継続使用に

ついて宮城県と協議･調整（Ｈ２５.７着手）

・バック堤事業及び三陸沿岸道路事業の両事業の進捗

に影響のない工事工程を提案

・約２年半（H26.4～H28.12迄）の使用を可能にした

本吉市街地の混雑状況運搬ルート計画

【仮橋】災害廃棄物処理業務設置(宮城県)

・震災廃棄物処理事業（宮城県）で運搬用の仮橋を設置

・他事業で設置した仮橋を継続使用して、土砂運搬ルート
を計画することにより、土砂運搬車両の市街地流入の
回避及びコストの縮減が可能

≪実現のための課題≫

・仮橋がバック堤工事（宮城県）箇所に位置するため、
工事の進捗により利用期間が制限

→できるだけ長期間利用できるよう調整が必要

当初運搬ルート
運搬距離 L=16.8km

気づきを踏まえた検討ルート
運搬距離 L=10.5km

仮橋

気づき

本吉市街地

◆当初運搬ルートの課題
・他の復興事業等の工事用車両の市街地

流入による沿道環境の悪化への対応
・生活道路への工事用車両進入回避の

要望への対応

バック堤災害
復旧事業

設計・施⼯⾯における品質向上の事例 ②

14

① 測量・調査・設計業務等に対する指導調整等

○ 測量、調査、設計、用地調査などの発注業務６０４件に対して、打合せを約５，５００回実施

▲ 設計委託コンサルとの打合せ ▲ ボーリングの確認

事業促進ＰＰＰの業務実績（膨⼤な業務の実施）

（H24.6～H31.3 ： 13工区計）

▲ 合同現地調査

② 地元及び関係行政機関との協議等

○ 地元協議を約５，６００回実施 （H24.6～H31.3 ： 13工区計）

工事用道路等の借地説明、埋蔵文化財調査の事前同意取得、事業損失説明等を実施

○ 関係機関協議を約８，７００回実施 （H24.6～H31.3 ： 13工区計）

公安委員会、鉄道事業者、支障物件管理者（通信、電力、水道等）、森林管理者、震災復興事業者等との協議を実施

▲鉄道事業者立会▲境界立会 ▲用地説明会 ▲支障物件移設現場立会

《体制》
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③ 施工監理等

事業工程進捗管理、事業調整、土配計画更新、事業期間短縮・コスト縮減等の検討、広報等を実施

事業促進ＰＰＰの業務実績（膨⼤な業務の実施）

▲現地立会
（圧接超音波探傷試験）

▲支障物件移設現場立会▲現地立会（岩判定） ▲覆工コンクリート品質確認

○ 施工監理等（H26.4～H31.3 ： 13工区計）

・工事件数：１，３１８件（改良、橋梁、トンネル）

・請負業者との施工打合せ：約１３，３００回

・現地立会：約１８，１００回（岩判定等主要な部分）

・施工に伴う地元協議：約３，４００回（土砂運搬経路説明、工事説明、要望対応等）

・施工に伴う関係機関協議：約５，９００回 道路使用：警察、用水路：土地改良区、

運搬路調整：自治体

《体制》
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単独
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事業促進PPP導入効果（発注者の負担軽減）

 本協議以外の協議を発注者に代わって積極的に実施

◆平成26～30年度で合計８５２回の協議の内、単独協議を３９１回（４６％）実施。

岩手河川国道事務所
【平津戸松草、区界簗川工区】

発注者の出席が必要な本協議以外の協議を
PPPが実施することにより、発注者の負担を軽減。

▲H26〜30年度協議回数

▲年度毎の協議回数

岩手県 公安委員会 三陸北部
森林管理署 盛岡市 宮古市 電⼒･

NTT等 JR東日本 地元調整･
地域貢献等

その他
⾃治体等

▲関係機関等毎の協議回数

⇒関係行政機関等との事前協議や途中段階の確認事項等への対処に

PPPが関与することで、発注者の方針・意思決定に費やす時間を確保。

合計
208 合計

184 合計
172

合計
139

合計
141

合計
35

合計
60

合計
96

合計
107

合計
105

合計
103

合計
201

合計
4

合計
852回

合計
149

事業促進ＰＰＰの業務実績（膨⼤な業務の実施）《体制》



事業化から６〜９年で開通の⾒通し
○事業促進PPPを導入した17事業・約228kmのうち、13区間・約97kmにおいて開通見通しを公表済み。

○通常、事業着手から開通まで１４年程度必要であるが、事業促進PPPを導入している区間は６～９年で開通の

見通し。

○３区間・約24kmにおいて最短６年でＨ２９年度に開通。Ｈ３０年度末まで約82kmが開通【PPP導入工区】

▲ 進捗状況（田老北IC～岩泉龍泉洞IC） H28.2撮影

▲ 進捗状況（山田IC～宮古南IC） H28.1撮影

※

国道106号 宮古盛岡横断道路

H32 宮古市藤原～松山IC (4km)

H32 宮古市蟇目～腹帯地区 (7km)

H31 宮古市下川井地区 (2km)

H32 宮古市川井～箱石地区 (7km)

H32 宮古市区界～盛岡市簗川 (8km)

H31 田の沢ＩＣ～手代森IC（3.4km)

ふじわら まつやま

くざかい

国道283号 釜石花巻道路（釜石～釜石西）

H30 釜石JCT～釜石西IC (6km)

かまいし かまいしにし

かまいし かまいしにし

国道45号 三陸沿岸道路（吉浜～釜石）

H30 吉浜IC～釜石JCT (14km)

よしはま かまいし

よしはま かまいし

国道45号 三陸沿岸道路（気仙沼～唐桑南）

H31 気仙沼中央IC～気仙沼港IC (1.7km)

けせんぬま からくわみなみ

けせんぬまちゅうおう けせんぬまこう

国道45号 三陸沿岸道路（釜石山田道路）
かまいしやまだ

かまいし かまいしりょういし

おおつち やまだみなみ

国道45号 三陸沿岸道路（宮古中央～田老）

H29 田老真崎海岸IC～田老北IC（4km) ※

H32 宮古中央IC～田老真崎海岸IC(17km)

みやこちゅうおう たろう

たろう まさきかいがん たろうきた

みやこちゅうおう たろう まさきかいがん

国道45号 三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田）

H30 唐桑北IC～陸前高田IC（10km）

からくわきた

からくわきた りくぜんたかた

りくぜんたかた

うたつ もとよし

うたつ

うなさわ

国道45号 三陸沿岸道路（田老～岩泉）

H29 田老北IC～岩泉龍泉洞IC（6km) ※

たろう いわいずみ

たろうきた いわいずみりゅうせんどう

国道45号 三陸沿岸道路（歌津～本吉）

H30 歌津IC～卯名沢IC（10km）

H32 卯名沢IC～本吉IC（2km）

うなさわ

もとよし

かまいしきた おおつち

国道45号 三陸沿岸道路（山田～宮古南）

H29 山田ＩＣ～宮古南IC（14km) ※

やまだ みやこみなみ

やまだ みやこみなみ

※着手後６年で開通

[凡例]
：開通見通し公表区間

：H30迄開通区間

赤文字：事業促進PPP導入区間
青文字：PPP導入区間以外

国道45号 三陸沿岸道路（侍浜～階上）

H32 侍浜IC～階上IC(23km）※
※PPP導入は青森県区間除く

さむらいはま

さむらいはま

はしかみ

はしかみ

国道45号 三陸沿岸道路（尾肝要～普代）

H32 田野畑北ＩＣ～普代第11地割(8km）

おかんよう

たのはたきた

ふだい

ふだい

国道45号 三陸沿岸道路（久慈北道路）

H31 久慈北ＩＣ～侍浜IC(8km）

ひきめ

しもかわい

はこいし

はらたい

やながわ

かわい

てしろもり※着手後６年で開通

※着手後６年で開通

H30 本吉IC～大谷海岸IC（4km）国道115号 相馬福島道路
H31 相馬IC～相馬山上IC (6km)
H32 霊山IC～福島保原線IC（7.4km)
H32 国道4号IC～福島北JCT（2km)

福島

相馬

仙台

石巻

登米

釜石

気仙沼

久慈

宮古

八戸

H30 遠野住田IC～遠野IC（11km）

国道283号 釜石花巻道路（遠野住田～遠野）

H30 大槌IC～山田南IC（8km）

H31 釜石北IC～大槌IC（4.8km）

H30 釜石JCT～釜石両石IC(5.6km)
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区分＼事業ﾌﾟﾛｾｽ 事業監理 調査設計 用 地 施 工 施工監理

発注者 ● 予算要求、予算執
行管理

● 下欄に関する最終

判断・決定

● 測量調査設計業務の
発注・契約

● 下欄に関する最終判

断・決定

● 用地測量調査発注
● 用地協議、契約締結
● 収用関係事務
● 公共補償（電柱、鉄塔、

上下水道等）
● 国有林野所管換関係
● 保安林解除

● 工事発注・契約
● 下欄に関する最終判

断・決定

● 工事設計変更
● 工事の中止
● 工事検査
● 下欄に関する最終判断・

決定

事業促進ＰＰＰ ● 全体事業計画の基
本方針案検討

● 事業計画案の検
討・進捗状況管理

● 事業期間の短縮検
討

● 事業の情報公開、

広報の企画及び実
施

● 工事計画の検討

● 設計方針の調整
● 工程の把握調整
● 事業のコスト縮減検

討
● 測量等立入に関する

地元説明
● 測量設計等に関する

地元との調整・協議
● 関係行政機関等との

調整・協議
● 測量、設計等の指導・

助言、指示協議等、成
果内容確認、検査資
料確認

● 用地取得計画の検討
及び用地進捗管理

● 支障公共施設の移転
調整

● 設計段階の工法・施
工計画検討

● 設計段階の工事施

工の観点からの指
導・助言

● 工事施工前の関係
機関との調整・協議

● 施工方針等の調
● 工程把握及び調整
● 施工に伴う地元及び関係

行政機関等との協議
● 施工の指導・助言
● 工事の指示協議等に 関わ

る調整
● 施工状況の確認
● 施工管理基準の確認（施

工管理方針検証、主要な
部分の段階確認等）

● 工事検査資料確認

発注者支援業務 ＜用地補償総合技術＞
● 補償額算定書の照合

及び補償金明細表の
作成

● 公共用地交渉方針の

策定及び公共用地交
渉用資料の作成

● 権利者に対する公共用

地交渉

＜積算技術＞
● 積算に必要な現地

調査
● 工事発注図面及び

数量総括表（数量計
算書）の作成

● 積算資料作成
● 積算システムへの積

算データ入力

＜工事監督支援＞
● 工事の契約の履行に必要

な資料作成等
● 工事の施工状況の照合等
● 地元及び関係機関との協

議・調整に必要な資料の
作成

● 工事検査への臨場

発注者・事業促進PPP・発注者⽀援業務の役割分担《体制》
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内陸(利⽤企業地域) 沿岸(利⽤企業地域)
県外(利⽤企業地域) コンテナ取扱量

コンテナ取扱量
（TEU）

▼釜⽯港コンテナ航路利⽤企業数・コンテナ貨物取扱量の推移

国際フィーダーコンテナ
定期航路開設
（H23.7）

資料︓釜⽯市

東北横断道開通
宮守〜東和（H24.11）
遠野〜宮守（H27.12）

※1︓H27は復興建設発⽣⼟の輸送分（2,066TEU）を除いた値

※1

利⽤
企業数
（社）

（年）

ガントリークレーン稼働（H29.9）
外貿コンテナ航路開設（H29.11）

過去最多

花巻
空港IC

▼内陸部と釜⽯港の物流ルート（東北横断⾃動⾞道釜⽯秋⽥線）

遠野IC

遠野住⽥IC

遠野市

釜石市

北上市

金ケ崎町

東和IC

江刺⽥瀬IC 宮守IC

遠野道路
約11km

釜⽯道路
約6km

H31.3.3
開通

H31.3.9
開通

釜石港

滝観洞IC
釜⽯

仙人峠IC

4

45

283

283

340

107
340

107

397

456

397

396

花巻市

釜⽯
JCT

340456

4

○岩手県内陸部では大手半導体メーカーによる約１兆円の投資、大手自動車メーカーによる生産の
一大拠点化が進展。

自動車関連企業（トヨタ自動車東日本等）が集積
（岩手県金ケ崎町）

〔東北横断自動車道釜石秋田線〕
平成30年度 全線開通

開通前（H23）：約110分
開通後：約80分
全線開通後、約30分短縮

遠野東工業団地
（拡張整備中）

＜所要時間＞
釜石中央ＩＣ～釜石港：約10分

区分 企業名 立地協定

新規 ㈱バイオ・パワー・ジャパン H23年10月

増設 ＳＭＣ㈱工場 H23年11月

新規 双日食料水産㈱ H24年2月

新規 釜石ヒカリフーズ㈱ H24年3月

新規 エア・ウォーター物流㈱ H24年12月

新規 トリナ・ソーラー社 H26年9月

増設 ＳＭＣ㈱工場 H27年3月

新規 福山通運㈱ H27年7月

新規 ㈱麻生 H28年6月

▼釜⽯市における近年の企業⽴地の状況

工
場
等
集
積
地

花巻空港

国際港湾と復興支援道路港との連携による地域経済の活性化<釜石港>

稼働したガントリークレーン

東芝メモリ新製造棟建設予定地
（岩手県北上市）
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事業促進ＰＰＰの成果（まとめ）

○ 測量・調査・設計業務等の著しい進捗

○地元・関係行政機関協議の円滑な調整

○ 地域とのコミュニケーションの向上

○ 設計成果の品質向上

○ 各分野の専門家による総合力の発揮

○ 事業全体の最適な進行管理

・ 専任で常駐しているため、地元要望や関係機関協議等についてきめ細かな対応により、

地域の信頼を得た

・ 膨大な業務量を実施（絶対的に不足するマンパワーをカバー）

・ 専任・常駐により地権者等の要望等にスピーディーに対応し、事業の円滑な進捗に寄与

・ コスト縮減、事業期間短縮（土運搬の効率化、トンネル仮設ヤードの見直し 等）

・ 施工担当によるフィージビリティの確保（現地条件に合致した工事用道路等）

・ 設計、用地、施工の各専門家による多方面からの検討が可能であり、事業進捗の

課題抽出や問題解決が早い

・ 事業期間短縮 （埋文試掘調査の用地買収前の実施等）

・ 遅延リスクを考慮した実現性の高い事業計画


